
令和２年１２月

・既設取付管及び公共汚水ますの現状確認
・申請に必要な情報の収集

※　工事内容に応じて、現地にて検査

　　：宇治市下水道管理課が行う項目

「公共下水道施設築造工事完了届」の提出

公共汚水ます変更（改造）等工事フロー（下水道法第１６条）

事前調査

下水道法第１６条に基づく申請（２部）

　「公共下水道施設築造工事承認申請書」

排水設備計画確認申請書の提出
（窓口：下水道管理課　普及係）

　　：業者が行う項目

完了検査（書類検査）

排水設備工事完了検査

（道路掘削を伴わない場合）

下水道法第１６条に基づく承認

「公共下水道施設築造工事承認通知書」

工　事　着　工

工　事　完　了

添付書類（2部）
1.位置図 2.平面図 3.断面図 4.標準図
※まちづくり条例対象の場合、申請図面は協定図面とする。

添付書類（2,3は2部）
1.位置図 2.取付管調書 3.工事写真

・既設下水道施設の改造：下水道法第16条申請
※下水道施設：本管、マンホール、取付管、公共汚水ます

（既設下水道施設を変更・改造（高さ調整含む）・撤去する場合など）

詳細は普及係に確認
願います。

下水道法第16条申請と
の同時申請が可能

下水道法第16条申請の完了検査を先に受けて下さい。
（排水設備工事の手戻り等を防ぐため。）

提出に必要な工事写真の撮影



令和２年１２月

・既設下水道施設の現状確認
・申請に必要な情報の収集

※　工事内容に応じて、現地にて検査

　　：宇治市下水道管理課が行う項目

道路・水路等の占用許可申請
(道路、水路等管理者)

各占用の許可

公共下水道施設変更（改造）等工事フロー（下水道法第１６条）

事前調査

下水道法第１６条に基づく申請（２部）

　「公共下水道施設築造工事承認申請書」

下水道法第１６条に基づく承認

（道路掘削を伴う場合）

道路使用許可申請
（宇治警察署）

舗装本復旧

　　：業者が行う項目

道路使用許可

「公共下水道施設築造工事承認通知書」

工　事　着　工

工　事　完　了

「公共下水道施設築造工事完了届」の提出

完了検査（書類検査）

添付書類（2部）
1.位置図 2.平面図 3.断面図 4.標準図
※まちづくり条例対象の場合、申請図面は協定図面とする。

添付書類（2,3は2部）
1.位置図 2.取付管調書 3.工事写真

・既設公共下水道施設の改造：下水道法第16条申請
※下水道施設：本管、マンホール、取付管、公共汚水ます

（既設公共下水道施設を変更・改造（高さ調整含む）・撤去する場合など）

舗装本復旧写真を提出

提出に必要な工事写真の撮影

協議書の回答

※ 着工前に他の埋
設物の有無を調査す
ること。なお有る場合、
各施設管理者と協議
を行うこと。


